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安全で

大阪市中央区大手前1－7－31
大阪マーチャンダイズ・マートビル1F 大阪府消費生活センター

9年8月

消費者 や専門家 で構成 する消 費者 団体です。消費者 が

特定非営利活動法人消費者機構日本
東京都千代田区六番町15　主婦会館プラザエフ6陪

消費者団体訴訟制度を活用し消費者被害の拡大防止をはかる

ため、（財）日本消費者協会、（社）日本消費生活アドバイ

ザー・コンサルタント協会、日本生活協同組合連合会の3団体

が、専門家・消頁者団体関係者に呼びかけて設立しました。

消責者からの情報提供の方法

ホームページに情那提供コーナーを設置。ホームページへのアクセスが

電辟骨03胡121川66【月～全（枕ヲ除く）10こ00（17＝00】

トムページアドレス＝http：〟www．co川r．紬／

社団法人全国消費生活相談員協会
東京那港区高輪3－13－22　国民生活センター内

内閣府許可の社団法人として、全国各地の消費生活センター等

で消費生活相談員をしている消費者問題の専門家の団体です。

消費者相談や消費者へのさまざまな情報提供、さらには消費者

被害の未然防止や被害救清のために積極的に活動しています。

・消貴書からの情報捷供の方法

l週末電話相談】あなたからのご一報モ痍繕写し7才‖ますl

東京＝03－344ト14091年末年を除く毎週土・日の10＝00－12＝0013こ00－16：00】

大阪＝06・6203－76501年末年始を除く毎週日曜の10こ00－12＝0013二00－16‥DOl

北海道＝011・612－7518【年末年始を除く毎週土曜の13＝00－16＝00】

ホームページアルス＝ht恥〟www朋nSO．Or．紬／

安心できる社会をめざしています。消費者の視点で市場を監

視し、行政・事業者との連携で消費者の権利が尊重される、公

正な取引社会の実矧こ取り組んでいます。

消費者からの情報提供の方法

ホームページの情報受付悪口または電話にて、情報提供ください。

電線番号＝06・6945・0729【月一会11＝00－16＝00】

ホームページアドレス＝httl：〟www．hc－S．Or．紬／

昭非営利加法人京都消費者契約ネットワーク
京都市中京区鳥丸通二条下ル秋野々町529番地ヒロセビル5F

全国に先駆けて、消費者団体訴訟（差止訴訟）第1号を提訴す

るなど、公正な市場の実現と消費者被害の予防のための活動

をしています。今後とも、地域に密着した活動を行っていきた

いと思います。

：消費者からの情報擾供の方法

ホームページにE－maiHこよる通報ページを設置しています。電話での偶

聯番号こ075・211・5920【月・水・金13＝DO～17二00】

ホームページアドレス＝httll：〟www．kccn．紬／

特定非営利活劇法人ひょうご消費者ネット
兵庫県神戸市中央区元町通6－7－10　元町関西ビル3階

ひようこ消費者ネットは、兵庫県内の消費生活相談員、司法富

士、弁護士が中心となって2005年から活動しており、消費者

問題に関するシンポジウムの開催や事業者に対する不当条項

の是正申入れ活動などを活発に行っています。

消費細的僧穫鏡餅の方法

下記ホームページに専用入力フォームによる通粥ページを設置していま

す。被害情報をお寄せ下さい。

耶番号：0川・361・7201

トムページアルス＝http：〟h叩gO・仁・met．印m／

適格消費者団体は、今後も増加することが予想されます。最新の情報はこちらでご確認くださいo

http：／／www．consumer・gO・jp／index・html

このパンフレットに関するお問い合わせは

∠内閣府国民生活局消責者団体訴訟室℡03・35糾・9356


